
一般事業主行動計画を策定し、 

“くるみんマーク”取得をめざしましょう！ 
 

次世代認定マーク 愛称：くるみん 

 

くるみんマークの認定とは… 

○ 一般事業主行動計画（企業が次世代法に基づき、従業員の仕事と子育て 

の両立を図るために策定する計画です。）を策定し、その行動計画に定めた目標

を達成するなどの一定の要件を満たした場合、必要な書類を添えて申請を行う

ことにより、「子育てサポート企業」として認定を受けることができます。   

東京の認定企業数 

2013 年 10 月現在

667 社！ 
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  厚生労働大臣の認定を受けて取得した  

“くるみんマーク”…  

 

 

 

 

 

 “くるみんマーク”を取得するには  

① 「一般事業主行動計画」策定 → 東京労働局雇用均等室へ届出 

②  行動計画の実施  

③「基準適合一般事業主認定申請書」→ 〃  雇用均等室へ申請 

○認定を受けるためには 

 …“９つの認定基準”を満たす必要があります。 

○認定を希望される場合は 

… お早めに“東京労働局雇用均等室”にご相談下さい 

～ 認定を受けた企業を東京労働局 HPへ掲載しています！ ～ 

  

            

  

Q 取得のメリットは？ どのように使うの？ 

A ・企業の商品や広告、また、求人広告等に載せ、 

子育てサポート企業であることを PRできます。 

 ・企業が取得した建物や、新築・増改築した建物に 

32％の割増償却が可能です（詳細は、税務署まで）。 

10１人以上の企

業 は す で に 策

定・届出している

はず！義務の為。 

【お問合せは…】  

東京労働局雇用均等室（℡：03－6893－1100） 

〒102-3512 千代田区九段南１－２－１九段第３合同庁舎 14階 

 


